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規 則

石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 一 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 七 号

石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 細 則 ( 平 成 十 年 石 川 県 規 則 第 三 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

( 電 磁 的 方 法 )

第 四 条 の 二 条 例 第 二 条 の 二 の 規 則 で 定 め る 方 法 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

一 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 の う ち イ 又 は ロ に 掲 げ る も の

イ 送 信 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 受 信 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を 接 続 す る 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 送 信 し 、

受 信 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法

ロ 送 信 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 情 報 の 内 容 を 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 情 報

の 提 供 を 受 け る 者 の 閲 覧 に 供 し 、 当 該 情 報 の 提 供 を 受 け る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に

当 該 情 報 を 記 録 す る 方 法

二 磁 気 デ ィ ス ク そ の 他 こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 情 報 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 を も っ て 調 製 す

る フ ァ イ ル に 情 報 を 記 録 し た も の を 交 付 す る 方 法

２ 前 項 各 号 に 掲 げ る 方 法 は 、 受 信 者 が フ ァ イ ル へ の 記 録 を 出 力 す る こ と に よ り 書 面 を 作 成 す る こ と が で き る も の で

な け れ ば な ら な い 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 統 計 調 査 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 一 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 八 号

石 川 県 統 計 調 査 条 例 施 行 規 則

( 趣 旨 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 石 川 県 統 計 調 査 条 例 ( 平 成 二 十 一 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 。 以 下 ｢ 条 例 ｣ と い う 。) の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

平成 21 年 ３ 月 25 日 (水曜日)

号 外

(第 ２１ 号)

規 則
○石川県特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正す
る規則 (県民交流課) 1

○石川県統計調査条例施行規則 ( 同 ) 1
○石川県国際交流センター条例施行規則の一部を改正す
る規則 (国際交流課) 4

○家畜保健衛生手数料に関する規則の一部を改正する規
則 (農業安全課) 5
○石川県のとじま臨海公園海づりセンター設置条例施行
規則を廃止する規則 (水 産 課) 5
○石川県証紙条例施行規則の一部を改正する規則

(出 納 室) 5
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( 用 語 )
第 二 条 こ の 規 則 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 統 計 法 ( 平 成 十 九 年 法 律 第 五 十 三 号 ) 及 び 条 例 に お い て 使 用 す る 用 語 の

例 に よ る 。
( 県 統 計 調 査 の 告 示 )

第 三 条 条 例 第 三 条 の 規 定 に よ り 告 示 し な け れ ば な ら な い 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。

一 県 統 計 調 査 の 名 称

二 県 統 計 調 査 の 目 的

三 県 統 計 調 査 の 対 象 と す る 範 囲

四 県 統 計 調 査 の 報 告 を 求 め る 事 項 及 び そ の 基 準 と な る 期 日 又 は 期 間

五 県 統 計 調 査 の 報 告 を 求 め る 者

六 県 統 計 調 査 の 報 告 を 求 め る た め に 用 い る 方 法

七 県 統 計 調 査 の 報 告 を 求 め る 期 間

( 統 計 調 査 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 )

第 四 条 条 例 第 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 事 務 に 従 事 す る 統 計 調 査 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 別 記 様 式 第 一 号 に よ る も の

と す る 。

( 立 入 検 査 を す る 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 )

第 五 条 条 例 第 六 条 第 二 項 の 立 入 検 査 を す る 統 計 調 査 員 そ の 他 の 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 別 記 様 式 第 二 号 に よ る

も の と す る 。

( 調 査 票 情 報 の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 者 )

第 六 条 条 例 第 九 条 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 の と お り と す る 。

一 独 立 行 政 法 人 等

二 統 計 法 施 行 規 則 ( 平 成 二 十 年 総 務 省 令 第 百 四 十 五 号 ) 第 八 条 に 規 定 す る 者

三 石 川 県 個 人 情 報 保 護 条 例 ( 平 成 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 号 ) 第 四 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 出 資 法 人 等 ( 前 号 に 掲

げ る 者 を 除 く 。)

四 前 三 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 知 事 が 適 当 と 認 め る 者

( 調 査 票 情 報 の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 統 計 の 作 成 等 )

第 七 条 条 例 第 九 条 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 統 計 の 作 成 等 は 、 次 に 掲 げ る 統 計 の 作 成 等 で あ っ て 、 調 査 票 情 報 を 適 正 に

管 理 す る た め に 必 要 な 措 置 が 講 じ ら れ て い る も の と す る 。

一 行 政 機 関 等 又 は 前 条 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 者 ( 次 号 に お い て ｢ 公 的 機 関 ｣ と い う 。) が 、 こ れ ら の 者

以 外 の 者 に 委 託 し 、 又 は こ れ ら の 者 以 外 の 者 と 共 同 し て 行 う 調 査 研 究 に 係 る 統 計 の 作 成 等

二 そ の 実 施 に 要 す る 費 用 の 全 部 又 は 一 部 を 公 的 機 関 が 公 募 の 方 法 に よ り 補 助 す る 調 査 研 究 に 係 る 統 計 の 作 成 等

三 行 政 機 関 の 長 又 は 地 方 公 共 団 体 の 長 そ の 他 の 執 行 機 関 が 、 そ の 政 策 の 企 画 、 立 案 、 実 施 又 は 評 価 に 有 用 で あ る

と 認 め る 統 計 の 作 成 等 そ の 他 特 別 な 事 由 が あ る と 認 め る 統 計 の 作 成 等

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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(表)

第 号

統 計 調 査 員 証

(県統計調査の名称)

(氏 名)

この者は､ 石川県統計調査条例第５条第１項に規定する

統計調査員であることを証明する｡

任命期間 年 月 日から

年 月 日まで

年 月 日

石川県知事 印

写 真

(裏)

注 意 事 項

１ この調査の事務に従事するときは､ この証明書を携帯し､ 必要に応じてこれを提示しなけ
ればならない｡
２ この証明書は､ 他人に貸与し､ 又は譲渡してはならない｡
３ この証明書を紛失したとき､ 又はその記載事項に変更が生じたときは､ 直ちに発行者に届
け出なければならない｡
４ この証明書は､ 任命期間が満了したときその他統計調査員の身分を失ったときは､ 直ちに
発行者に返納しなければならない｡

石川県統計調査条例 (抜粋)

(報告義務)
第４条 知事等は､ 県統計調査のために必要な事項について､ 個人又は法人その他の団体に対
し報告を求めることができる｡
２ 前項の規定により報告を求められた者は､ これを拒み､ 又は虚偽の報告をしてはならない｡
３ 略
(統計調査員)
第５条 知事等は､ 県統計調査を行うために必要があるときは､ 統計調査員を置くことができ
る｡
２ 統計調査員は､ 知事等の指揮監督を受け､ 調査票の配布､ 取集その他県統計調査に関する
事務に従事する｡
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は､ 10万円以下の罰金又は科料に処する｡
一 第４条の規定に違反して､ 県統計調査の報告を拒み､ 又は虚偽の報告をした者
二 第４条に規定する県統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
三 略
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(表)

第 号

立 入 検 査 職 員 証

(県統計調査の名称)

(職 名 及 び 氏 名)

(生 年 月 日) 年 月 日

この者は､ 石川県統計調査条例第６条の規定により､
立入検査をすることができる者であることを証明する｡

有効期限 年 月 日

年 月 日

石川県知事 印

写 真

(裏)

石川県統計調査条例 (抜粋)
(立入検査等)
第６条 知事等は､ その行う県統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは､
当該県統計調査の報告を求められた者に対し､ その報告に関し資料の提出を求め､ 又はその
統計調査員その他の職員に､ 必要な場所に立ち入り､ 帳簿､ 書類その他の物件を検査させ､
若しくは関係者に質問させることができる｡

２ 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は､ その身分を示す証明書を携
帯し､ 関係者の請求があったときは､ これを提示しなければならない｡

３ 第１項の規定による権限は､ 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない｡
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は､ 10万円以下の罰金又は科料に処する｡
一・二 略
三 第６条第１項の規定による資料の提出をせず､ 若しくは虚偽の資料を提出し､ 又は同項
の規定による検査を拒み､ 妨げ､ 若しくは忌避し､ 若しくは同項の規定による質問に対し
て答弁をせず､ 若しくは虚偽の答弁をした者

石 川 県 国 際 交 流 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 一 年 三 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 規 則 第 九 号




